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(57)【要約】
【課題】３００℃以上という高温下における熱圧着耐久性に優れる上、高精度なフレキシ
ブルプリント基板の成形や、液晶ディスプレイ等における、狭ピッチのリード電極同士の
異方性導電膜を介する高精度な熱圧着に好適な、熱圧着用シリコーンゴムシートを提供す
ること。
【解決手段】下記（Ａ）～（Ｅ）成分からなるシリコーンゴム組成物をシート状に成形し
硬化させてなる、２３℃における切断時伸びが５０～１２０％、タイプＡデュロメーター
で測定した硬さが６５～７５であると共に、熱伝導率が０．５～１．０Ｗ/ｍＫであるこ
とを特徴とする熱圧着用シリコーンゴムシート。
（Ａ）平均重合度が３０００以上であるオルガノポリシロキサン：１００質量部、（Ｂ）
金属、金属酸化物、金属窒化物及び金属炭化物から選択される少なくとも１種の熱伝導性
粉末：５０～２５０質量部、（Ｃ）カーボンブラック粉末：５～６０質量部、（Ｄ）ＢＥ
Ｔ比表面積が５０ｍ２／ｇ以上である微粉末補強性シリカ：０～４０質量部であって、成
分（Ｃ）と成分（Ｄ）の合計量が１０～６０質量部となる量、及び、（Ｅ）硬化剤。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）平均重合度が３０００以上であるオルガノポリシロキサン：１００質量部
（Ｂ）金属、金属酸化物、金属窒化物及び金属炭化物から選択される少なくとも１種の熱
伝導性粉末：５０～２５０質量部
（Ｃ）カーボンブラック粉末：５～６０質量部
（Ｄ）０～４０質量部のＢＥＴ比表面積が５０ｍ２／ｇ以上である補強性シリカ微粉末を
、成分（Ｃ）と成分（Ｄ）の合計量が１０～６０質量部となる量、及び、
（Ｅ）硬化剤
から成るシリコーンゴム組成物をシート状に成形し硬化させてなるシリコーンゴムシート
であって、２３℃における切断時伸びが５０～１２０％、タイプＡデュロメーターで測定
した２３℃における硬さが６５～７５であると共に、熱伝導率が０．５～１．０Ｗ/ｍＫ
であることを特徴とする、熱圧着用シリコーンゴムシート。
【請求項２】
（Ａ）成分である平均重合度が３０００以上であるオルガノポリシロキサンが、下記平均
組成式（１）で表される、一分子中に少なくとも平均２個のアルケニル基を有するオルガ
ノポリシロキサンからなる一種以上のオルガノポリシロキサン分子で構成されており、
（Ａ）成分のオルガノポリシロキサン分子に含有される全Ｒの０．１０～０．３０モル％
がビニル基であり、この（Ａ）成分のオルガノポリシロキサン分子の全ビニル基量Ｐ(モ
ル％）に、（Ｄ）成分の補強性シリカ粉末の質量部を１００で除した数値Ｑを加えた合計
（Ｐ＋Ｑ）の値が０．２０～０．５０となるように、前記（Ａ）成分と（Ｄ）成分の使用
量を調整すると共に、（Ｅ）成分の硬化剤が、一分子中に少なくとも２個のケイ素原子と
結合する水素原子を有するオルガノハイドロジェンポリシロキサンと白金系触媒からなる
、請求項１に記載された熱圧着用シリコーンゴムシート；
　ＲｎＳｉＯ（４－ｎ）／２・・・・（１）
但し、式（１）中における、ｎは１．９～２．４の正数、Ｒは置換または非置換の一価炭
化水素基を表し、各分子におけるＲの０．０００１～１０モル％はビニル基であり、且つ
、８０モル％以上はメチル基である。
【請求項３】
（Ｂ）成分である熱伝導性粉末が、金属ケイ素粉末である、請求項１又は請求項２に記載
された熱圧着用シリコーンゴムシート。
【請求項４】
　金属ケイ素粉末が、平均粒径１～２０μｍの粉砕粉末である、請求項３に記載された熱
圧着用シリコーンゴムシート。
【請求項５】
　金属ケイ素粉末が、平均粒径１～２０μｍの球状粉末である、請求項３に記載された熱
圧着用シリコーンゴムシート。
【請求項６】
　金属ケイ素粉末の表面に強制酸化膜が形成されている、請求項３～５の何れかに記載さ
れた、熱圧着用シリコーンゴムシート。
【請求項７】
（Ｂ）成分である熱伝導性粉末が、平均粒径１～２０μｍの結晶性二酸化ケイ素粉末であ
る、請求項１又は２に記載された熱圧着用シリコーンゴムシート。
【請求項８】
　厚さが０．０５～１ｍｍの範囲である請求項１～７の何れかに記載された、熱圧着用シ
リコーンゴムシート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱伝導性を有すると共に被圧着物に均一に圧力をかける目的で使用される熱
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圧着用シリコーンゴムシートに関し、特に、耐熱性が良好であり、３００℃以上で繰り返
し圧着が行われても永久変形による劣化が小さく、機械的な破壊に対しても耐久性が良好
であって切断時の伸びが適度に小さい上、適度な硬さ及び適度な熱伝導率を有し、液晶デ
ィスプレイ等の電極の接続に用いる異方性導電膜の圧着に使用する熱圧着用シリコーンゴ
ムシート、及び、積層板やフレキシブルプリント基板の成形に適応し得る、高精度の圧着
が可能な熱圧着用シリコーンゴムシートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話、携帯用コンピューター、コンピューター用モニター、ビデオカメラ、
デジタルカメラ、ナビゲーションシステム、薄型テレビ等のディスプレイとして、液晶パ
ネル、プラズマディスプレイパネルや有機ＥＬパネルが広く普及している。また、最近で
は書き換え可能な媒体として電子ペーパーが普及し始めているが、これらの表示パネルに
おいては、画像を駆動させるために、パネル側のリード電極と駆動用ＬＳＩが搭載された
フレキシブルプリント基板のリード電極とを、異方導電性接着剤を介して熱圧着し、電気
的及び機械的に接続することが行われている。
【０００３】
　近年、特に液晶パネルを中心に、高精細化表示の技術が進んで来たことに伴ない、前記
リード電極の狭ピッチ化が必要となってきている。しかしながら、異方導電性接着剤を用
いたリード電極同士の接続工程においては、それぞれのリード電極成形時の寸法公差に加
え、リード電極同士の位置合わせ誤差、フレキシブルプリント基板とパネルとの熱膨張率
の違い、及び圧着時のリード電極同士の位置ずれなどが発生するために、狭ピッチ接続は
容易なことではなかった。
【０００４】
　熱圧着用シリコーンゴムシートとしては、例えば、シリコーンゴムに窒化ホウ素を配合
すると共にガラスクロスで補強したもの（特許文献１）、シリコーンゴムに窒化ホウ素と
導電性物質を配合すると共にガラスクロスで補強して、帯電防止性をも付与したもの（特
許文献２）、シリコーンゴムに、セラミックや金属などの良熱伝導性物質を配合したもの
（特許文献３）等が知られている。しかしながらこれらの熱圧着用シリコーンゴムシート
は、基本的に要求される耐熱性やクッション性等が最適化されていないため、これらのシ
リコーンゴムシートを狭ピッチ接続のために使用した場合には、良好な結果を得ることは
できなかった。
【特許文献１】特開平５－１９８３４４号公報
【特許文献２】特開平６－３６８５３号公報
【特許文献３】特開平６－２８９３５２号公報
【０００５】
　また、シリコーンゴムに、水分を除いた揮発分が０．５％以下であるカーボンブラック
を配合して耐熱性を改良したもの（特許文献４）や、ＢＥＴ比表面積が１００ｍ２／ｇ以
上のカーボンブラックを配合することによって、耐熱性を更に改良した熱圧着用シリコー
ンゴムシート（特許文献５）が知られている。しかしながら、この熱圧着用シリコーンゴ
ムシートは、耐熱性及び耐久性に極めて優れているものの、狭ピッチ接続に対応したシー
トとしての切断時の伸び、硬さ及び熱伝導率などが最適化されていないという欠点があっ
た。このように、リード電極の狭ピッチ化に対応することのできる、耐熱性及び耐久性に
優れた熱圧着用シリコーンゴムシートは未だ得られていない。
【特許文献４】特開平７－１１０１０号公報
【特許文献５】特開２００３－２６１７６９号公報
【０００６】
　そこで本発明者等は、耐熱性及び耐久性に優れるだけでなく、リード電極の狭ピッチ化
に対応することもできる熱圧着用シリコーンゴムシートについて鋭意検討した。その結果
、シリコーンゴムシートの、（１）室温における硬さ、（２）切断時の伸び、及び（３）
熱伝導率の３つの特性が、リード電極の狭ピッチ化に対応するために極めて重要であるこ
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と、及び、熱伝導性粉末として、金属ケイ素粉末及び／又は結晶性二酸化ケイ素粉末を用
いることが好適であり、これらの粉末を使用した場合には、シリコーンゴムシートの圧縮
永久歪を小さくすることが可能となるため繰り返し圧着に基づく永久変形による劣化を小
さくすることが容易となることが判明した。更に、上記の両粉末とも低比重であるためシ
ートの比重を軽くすることもでき、シリコーンゴムシートの取扱い性も良好になる。
【０００７】
　尚、金属ケイ素粉末を配合したシリコーンとしては、窒化アルミニウムと金属ケイ素粉
末を共充填してなる熱伝導性オルガノポリシロキサン組成物（特許文献６）、金属ケイ素
を熱伝導性充填剤としてシリコーンゴムに配合した熱伝導性シリコーン組成物およびその
成形体（特許文献７）、平均粒子径が１００μｍ以下の金属珪素粉末を配合して、高熱伝
導率と低圧縮永久歪を両立させた高熱伝導性シリコーンゴム組成物（特許文献８）、平均
粒子径が１００μｍ以下の金属ケイ素粉末を配合した高熱伝導性熱定着ロール又は定着ベ
ルト用シリコーンゴム組成物、及び熱定着ロール又は定着ベルト（特許文献９）が知られ
ているが、これらはいずれも熱圧着用シリコーンゴムシートへの応用を考慮しておらず、
熱圧着用シリコーンゴムシートの用途に対する、硬度、伸び、及び熱伝導率についての最
適化はなされていない。
【０００８】
【特許文献６】特開平３－１４８７３号公報
【特許文献７】特開２０００－６３６７０号公報
【特許文献８】特開２００７－１３８１００号公報
【特許文献９】特開２００７－１７１９４６号公報
【０００９】
　更に、熱圧着用途を考慮して金属ケイ素粉末を配合したシリコーンシートとしては、伝
熱性電気絶縁剤として金属ケイ素粉末を配合した伝熱性弾性シート（特許文献１０）が知
られている。しかしながらこのシートは、熱圧着用途に対する硬度、伸び、及び熱伝導率
の最適化がなされていないため、熱圧着シートとして使用する場合には問題があり、特に
、狭ピッチ接続用のシートとして使用するには耐えられないものであった。
【特許文献１０】特開２００７－３１１６２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　即ち本発明の第１の目的は、３００℃以上という高温下における熱圧着耐久性に優れる
上、液晶ディスプレイ等における、狭ピッチのリード電極同士を、異方性導電膜を介して
圧着させる際に使用する、高精度な熱圧着に好適な熱圧着用シリコーンゴムシートを提供
することにある。
　本発明の第２の目的は、積層板やフレキシブルプリント基板成形時に用いるクッション
シートとして好適な、高精度な成形を実現することのできる熱圧着用シリコーンゴムシー
トを提供することにある。
【００１１】
　本発明者等は、上記の諸目的を達成するために鋭意検討した結果、ベースポリマーであ
る、重合度の高いいわゆるミラブル系のオルガノポリシロキサンに対して、熱伝導性粉末
、カーボンブラック粉末及び硬化剤を一定割合で配合すると共に、２３℃における切断時
の伸びが５０～１２０％、タイプＡデュロメーターで測定した２３℃における硬さが６５
～７５、熱伝導率が０．５～１．０Ｗ/ｍＫとなるように、必要に応じてＢＥＴ比表面積
が５０ｍ２／ｇ以上である微粉末補強性シリカを一定量配合し、得られた組成物をシート
状に成形した後硬化させた場合には、良好な結果を得ることが出来ることを見出し本発明
に到達した。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　即ち本発明は、
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（Ａ）平均重合度が３０００以上であるオルガノポリシロキサン：１００質量部
（Ｂ）金属、金属酸化物、金属窒化物及び金属炭化物から選択される少なくとも１種の熱
伝導性粉末：５０～２５０質量部
（Ｃ）カーボンブラック粉末：５～６０質量部
（Ｄ）０～４０質量部のＢＥＴ比表面積が５０ｍ２／ｇ以上である補強性シリカ微粉末を
、成分（Ｃ）と成分（Ｄ）の合計量が１０～６０質量部となる量、及び
（Ｅ）硬化剤
からなるシリコーンゴム組成物をシート状に成形した後硬化させてなるシリコーンゴムシ
ートであって、２３℃における切断時伸びが５０～１２０％、タイプＡデュロメーターで
測定した２３℃における硬さが６５～７５であると共に、熱伝導率が０．５～１．０Ｗ/
ｍＫであることを特徴とする熱圧着用シリコーンゴムシートである。
【００１３】
　本発明においては、（Ａ）成分である平均重合度が３０００以上であるオルガノポリシ
ロキサンが、下記平均組成式（１）で表される、一分子中に少なくとも平均２個のアルケ
ニル基を有するオルガノポリシロキサンからなる一種以上のオルガノポリシロキサン分子
で構成されており、（Ａ）成分であるオルガノポリシロキサン分子が含有する全Ｒの０．
１０～０．３０モル％がビニル基であり、この（Ａ）成分のオルガノポリシロキサン分子
の全ビニル基量Ｐ(モル％）に、（Ｄ）成分の補強性シリカ微粉末の質量部を１００で除
した数値Ｑを加えた合計の値が０．２０～０．５０となるように、前記（Ａ）成分と（Ｄ
）成分の使用量を調整すると共に、（Ｅ）成分の硬化剤が、一分子中に少なくとも２個の
ケイ素原子と結合する水素原子を有するオルガノハイドロジェンポリシロキサンと白金系
触媒からなることが好ましい。
　ＲｎＳｉＯ（４－ｎ）／２・・・・（１）
但し、式（１）中におけるｎは１．９～２．４の正数、Ｒは置換または非置換の一価炭化
水素基を表し、各分子が有するＲの０．０００１～１０モル％はビニル基であり、且つ、
８０モル％以上はメチル基である。
【００１４】
　本発明においては、（Ｂ）成分である熱伝導性粉末が、金属ケイ素粉末であることが好
ましく、特に、平均粒径が１～２０μｍであることが好ましい。その形状は、粉砕法によ
り製造した、不定形のいわゆる粉砕粉や、アトマイズ法などにより製造した球状粉である
ことが好ましい。上記金属ケイ素粉末の表面には、強制酸化膜が形成されていても良い。
更に、本発明における（Ｂ）成分である熱伝導性粉末が、平均粒径１～２０μｍの結晶性
二酸化ケイ素粉末である場合も、本発明の好ましい態様である。また、本発明の熱圧着用
シリコーンゴムシートの厚さは、０．０５～１ｍｍの範囲であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明のシリコーンゴムシートは、熱圧着耐久性に優れるだけでなく、切断時の伸びが
比較的小さく、適度な硬さと適度な熱伝導率を有するので、狭ピッチのリード電極同士を
、異方性導電膜を介して高精度に熱圧着するために使用する熱圧着用シリコーンゴムシー
トとして好適である。また、本発明のシリコーンゴムシートを積層板やフレキシブルプリ
ント基板成形時に用いるクッションシートとして使用した場合には、高精度な成形が可能
となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　まず、本明細書において使用する、「平均粒径」及び「平均重合度」の用語の意味につ
いて説明する。
「平均粒径」：
　カーボンブラックの平均粒径については、電子顕微鏡を用いて撮影した写真から一次粒
子径を測定し、求めた粒子径を算術平均する、いわゆる電子顕微鏡法による平均粒径であ
る。なお通常、カーボンブラックは一次粒子が凝集して二次粒子を形成しているが、ここ
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で言う平均粒径はその二次粒子の平均粒径ではなく、一次粒子の平均粒径を言う。
【００１７】
　熱伝導性粉末の平均粒径は、光回折／散乱法によって粒度分布を測定し、その小粒径側
から積算した質量積算値が５０％になるときの粒径を言う。具体的な測定は、例えば、日
機装株式会社製の粒度分析計であるマイクロトラックなどによって行うことができる。
【００１８】
　「平均重合度」：
　オルガノポリシロキサン等における、骨格をなすシロキサン結合を構成するケイ素原子
数の平均値を意味する。
【００１９】
　次に、本発明に用いられる組成物について説明する。
［組成物］
　液晶パネル等の表示パネルの高精細化に伴う、パネル側のリード電極と、画像を駆動さ
せるための駆動用ＬＳＩが搭載されたフレキシブルプリント基板のアウターリード電極の
狭ピッチ化に対応する、狭ピッチリード電極同士の異方性導電膜による高精度な熱圧着接
続においては、圧着時に際するリード電極同士の位置ずれを抑制することが重要である。
【００２０】
　上記熱圧着時のリード電極の位置ずれを抑制するために、本発明の熱圧着用シリコーン
シートは、以下に示す（１）～（３）の特徴を有する。
　（１）２３℃の室温における切断時の伸びが５０～１２０％と比較的小さいことが必要
であり、特に、６０～１１０％であることが好ましい。基本的には、リード電極の位置ず
れの観点から、伸びは小さいほうが良い。しかしながら、伸びが、５０％未満ではシート
の柔軟性に欠けるため、被圧着部に凹凸や段差があった場合に、局部的な応力を分散する
ことが出来ないため切れ易くなったり、シートに対して折り曲げ方向の力がかかった場合
に、シートが破断したりするという問題が発生する。
【００２１】
　（２）タイプＡデュロメーターで測定した２３℃の室温における硬さが、６５～７５で
あることが必要であり、特に、６７～７３であることが好ましい。この硬さは、リード電
極の位置ずれ防止と共に、被圧着物の平面度、平坦度、或いは平行度の公差を補正して均
一な圧力を伝達するためのクッション性を両立させるものである。
【００２２】
　（３）２３℃の室温における熱伝導率が０．５～１．０Ｗ/ｍＫであることが必要であ
り、特に０.６～０.９Ｗ／ｍＫであることが好ましい。熱圧着装置のヒートツールからの
熱を異方性導電膜に伝えるためには、熱伝導率は高い方が好ましいが、熱伝導率が１.０
Ｗ/ｍＫよりも大きいと異方性導電膜に急激に熱が伝わり過ぎる。この場合には、硬化前
の異方性導電膜の粘度が急激に下がり過ぎて接続電極間から流れ出し、電極の電気的な接
続が不十分になることがある。
一方、０.５Ｗ/ｍＫよりも低いと、異方性導電膜に熱が伝わり難いため、ヒートツールの
温度を上げなくてはならない。ヒートツールの温度を上げるためには、熱圧着装置への負
担が重くなる。また、より高温のヒートツールが熱圧着用シリコーンシートに接触するた
め、シリコーンシートの熱劣化が促進されることになる。さらには、高温のヒートツール
が熱に弱い液晶パネルのカラーフィルターなどに輻射熱を与えるために問題を引き起こす
こともある。
【００２３】
　次に、本発明に用いられる組成物における必須成分である（Ａ）成分～（Ｅ）成分につ
いて説明する。
（Ａ）成分：
　本発明で使用する（Ａ）成分である、平均重合度３０００以上のオルガノポリシロキサ
ンは、例えば、次の平均組成式（１）で表される。
　ＲｎＳｉＯ（４－ｎ）／２・・・・（１）



(7) JP 2010-100692 A 2010.5.6

10

20

30

40

50

但し、（１）式中のｎは１．９５～２．４の正数、Ｒは置換または非置換の一価の炭化水
素基を表す。
【００２４】
　Ｒで表される置換または非置換の一価炭化水素基の具体例としては、メチル基、エチル
基、プロピル基等のアルキル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等のシクロアルキ
ル基、ビニル基、アリル基等のアルケニル基、フェニル基、トリル基等のアリール基、あ
るいは、これらの基の水素原子が部分的に塩素原子、フッ素原子などのハロゲン原子で置
換されたハロゲン化炭化水素基等が例示される。
【００２５】
　（Ａ）成分のオルガノポリシロキサンとしては、主鎖がジメチルシロキサン単位からな
るもの、あるいはこのオルガノポリシロキサンの主鎖にメチル基、ビニル基、フェニル基
、トリフルオロプロピル基などの有機基を導入したものが好ましい。特に、前記有機基の
０．０００１～１０モル％がビニル基であり、かつ８０モル％以上がメチル基であること
が好ましい。また分子鎖末端がトリオルガノシリル基または水酸基で封鎖されたものが好
ましい。このトリオルガノシリル基としては、トリメチルシリル基、ジメチルビニルシリ
ル基、トリビニルシリル基などが例示される。
【００２６】
　（Ａ）成分のオルガノポリシロキサンとしては、一種だけを使用しても複数種を混合し
て使用しても良いが、前記（１）式で表される（Ａ）成分のオルガノポリシロキサン分子
全体が有する、全Ｒの０．１０～０．３０モル％がビニル基であることが好ましい。また
本発明においては、（１）式で表される（Ａ）成分の平均重合度は３０００以上であるこ
とが必要である。重合度が３０００未満であると、硬化後の機械的強度が劣る。
【００２７】
（Ｂ）成分：
　（Ｂ）成分は、金属、金属酸化物、金属窒化物及び金属炭化物から選択される少なくと
も１種の熱伝導性粉末であり、本発明のシリコーンゴムシートに熱伝導性を付与する充填
剤である。これらの具体例は、金属としては、銀、銅、鉄、金属ケイ素、ニッケル、アル
ミニウムなど、金属酸化物としては、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、
二酸化珪素、酸化鉄など、金属窒化物としては、窒化ホウ素、窒化アルミニウム、窒化珪
素など、金属炭化物としては、炭化珪素、炭化ホウ素などが例示される。
【００２８】
　上記の熱伝導性粉末の中でも、特に金属ケイ素粉末や結晶性二酸化ケイ素粉末が好適で
ある。これらの粉末を使用することによって、圧縮成形歪を小さくすることが可能となり
、繰り返し圧着によって生じる永久変形による劣化が小さくなるので、耐久性に優れた熱
圧着用シリコーンゴムシートの実現が可能となる。また、両粉末とも低比重であり、シー
トの比重を軽くすることができるので、熱圧着用シリコーンゴムシートの取扱い性が良好
になる。
【００２９】
　これらの粉末の形状は、球状、楕円状、扁平状、角張った不定形、丸みを帯びた不定形
、針状などの何れでも良く、特に限定されるものではない。例えば、金属ケイ素の場合に
は、球状、粉砕による不定形などを例示することができる。
【００３０】
　また、熱伝導性粉末の純度は特に限定されるものではないが、熱伝導性を付与する観点
から５０％以上であることが好ましく、特に８０％以上、さらに好ましくは９５％以上で
ある。純度の高い金属ケイ素粉末は、表面の自然酸化膜に欠陥がなく高温熱安定性が良好
となるが、特に、金属ケイ素粉末の表面に強制酸化膜を設けることが好ましい。強制酸化
膜を設けることによって、シート成形時のオルガノポリシロキサンの架橋反応に悪影響を
与える、金属ケイ素粉末表面の活性点を無くすことができる。
【００３１】
　本発明で使用する熱伝導性粉末の平均粒径は特に制限されるものではないが、０．１～
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５０μｍであることが好ましく、特に０．５～２０μｍ、更に１～１０μｍであることが
最も好ましい。平均粒径が０．１μｍ未満では、相対的に粉末の比表面積が大きくなるた
めに高充填が困難となり、熱伝導率が不十分になると共に、硬化後のゴムが硬くなりすぎ
る場合がある。一方、平均粒径が５０μｍより大きいと、硬化後のゴムが脆くなると共に
表面に凹凸ができ易くなるため好ましくない。
【００３２】
　本発明における（Ｂ）成分の配合量は、（Ａ）成分１００質量部に対して５０～２５０
質量部であることが必要であるが、特に７０～２００質量部の範囲で使用することが好ま
しい。２５０質量部より多いと配合が困難になる上、成形加工性が悪くなる。また、５０
質量部より少ないと熱伝導率が十分でなくなる。
【００３３】
　（Ｃ）成分：
　本発明で使用する（Ｃ）成分であるカーボンブラックは、シリコーンゴムシートの機械
的強度、特に加熱時の機械的強度を向上させて耐熱性を向上させると共に、熱伝導性及び
導電化することによる帯電防止性を付与するものである。
【００３４】
　カーボンブラックはその製造方法により、ファーネスブラック、チャンネルブラック、
サーマルブラック、アセチレンブラック等に分類され、また、通常、硫黄等の不純物を含
むものが多い。本発明においては、水以外の揮発分が０．５質量％以下のものを使用する
ことが好ましい。特にアセチレンブラックは不純物が少ないので好適である。
【００３５】
　上記水以外の揮発分の測定方法は、ＪＩＳ　Ｋ　６２２１の“ゴム用カーボンブラック
試験方法”に記載されている。具体的には、るつぼの中にカーボンブラックを規定量入れ
、９５０℃で７分間加熱した後の揮発減量を測定する。
【００３６】
　（Ｃ）成分のカーボンブラックの平均粒径は、１０～３００ｎｍの範囲であることが好
ましく、特に１５～１００ｎｍの範囲であることが好ましい。また、ＢＥＴ比表面積は２
０～３００ｍ２/ｇであることが好ましく、特に、３０～２００ｍ２/ｇであることが好ま
しい。
【００３７】
　本発明における（Ｃ）成分の配合量は、（Ａ）成分１００質量部に対して５～６０質量
部であり、特に１０～５５質量部の範囲で使用することが好ましい。５質量部未満では熱
伝導性および耐熱圧着性の向上が不充分となり、また６０質量部を超えると均一に配合す
ることが困難になる上、得られる組成物の成形加工性が極めて悪くなる。
【００３８】
　（Ｄ）成分：
　本発明で使用する（Ｄ）成分である、ＢＥＴ比表面積が５０ｍ2／ｇ以上である補強性
シリカ微粉末は、シリコーンゴムの補強成分として使用される。この微粉末シリカは、親
水性のものであっても疎水性のものであっても良いが、補強性効果の面から、ＢＥＴ比表
面積が５０～８００ｍ2／ｇであることが好ましく、特に１００～５００ｍ2／ｇの微粉末
シリカが好ましい。比表面積が５０ｍ2／ｇ未満では、補強効果を十分得ることができな
い。
【００３９】
　本発明における（Ｄ）成分の配合量は、（Ａ）成分１００質量部に対して０～４０質量
部であるが、５～３５質量部であることがより好ましく、特に１０～３０質量部であるこ
とが好ましい。４０質量部より多くなると、シリコーンゴム組成物の可塑度が高くなりす
ぎて成形性が悪くなったり、硬化後のゴムが硬くなりすぎる場合がある。
【００４０】
　尚本発明においては、成分（Ｃ）と成分（Ｄ）の合計量は、１０～６０質量部であるこ
とが必要であり。２０～５０質量部であることが好ましい。１０質量部未満では得られた
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シリコーンゴムの強度が不充分となり、また、６０質量部を超えると均一に配合すること
が困難になる上、得られる組成物の可塑度が高くなりすぎるので、成形加工性が極めて悪
くなる。
【００４１】
　（Ｅ）成分：
　本発明で使用する（Ｅ）成分である硬化剤は、通常シリコーンゴムの硬化に使用されて
いる公知のものの中から適宜選択して使用することが出来る。このような硬化剤としては
、例えば、
　ａ）ラジカル反応に使用されるジ－ｔ－ブチルパーオキサイド、２，５－ジメチル－２
，５－ジ（ｔ－ブチルパーオキシ）ヘキサン、ジクミルパーオキサイドなどの有機過酸化
物；
　ｂ）（Ａ）成分のオルガノポリシロキサンがアルケニル基を有する場合には、付加反応
硬化剤として、ケイ素原子に結合した水素原子を１分子中に２個以上含有するオルガノハ
イドロジェンポリシロキサンと、白金、パラジウム等の白金族金属系触媒との組合わせ；
等が例示される。本発明においては、反応を制御し易いこと、反応残渣が残らないことな
どの理由から、ｂ）の付加反応硬化剤の方が好ましいが、必要に応じて両者を併用しても
良い。これらの硬化剤の添加量は、通常のシリコーンゴムの場合と同様にすればよいが、
一般的には次の通りである。
【００４２】
　硬化剤ａ）については、（Ａ）成分のオルガノポリシロキサン１００質量部当り、０．
１～２０質量部使用する。
【００４３】
　硬化剤ｂ）については、前記ケイ素原子に結合した水素原子を１分子中に２個以上含有
するオルガノハイドロジェンシロキサンを、（Ａ）成分のアルケニル基１モル当り、該オ
ルガノハイドロジェンシロキサンが有するケイ素原子に結合する水素原子が０．５～５モ
ルとなる量とすると共に、白金族金属系触媒の量が、（Ａ）成分に対して、金属分として
０．１～１０００ｐｐｍ（質量基準）となる範囲。
【００４４】
　異方性導電膜を使用してリード電極同士を高い精度で狭ピッチ接続することができるよ
うに、本発明のシリコーンゴムシートの硬度及び伸びを制御するためには、シリコーン分
子間の架橋の度合いと共に、充填粉末とシリコーン分子との間の相互作用を適当な範囲に
制御する必要がある。シリコーン分子間の架橋度は付加反応の制御によって制御し易く、
特に、重合度の高いミラブル系のシリコーンゴムの場合には、架橋に関与するビニル基の
含有率を制御することにより制御可能である。また、シリコーンゴムの場合、シリコーン
分子と充填粉末との間の相互作用としては、シリコーン分子と補強性シリカとの水素結合
による擬似架橋による相互作用が大きいことが知られている。従って、付加反応による硬
化を主な架橋反応とするシリコーンゴムの場合には、ビニル基の含有率と補強性シリカの
配合量という二つの因子を最適な範囲に制御することによって、本発明のシリコーンゴム
シートの硬度及び伸びを好適な範囲に調整することができる。
【００４５】
　具体的には、（Ａ）成分のオルガノポリシロキサン全分子の側鎖に含有される、全Ｒの
内の０．１０～０．３０モル％をビニル基とすると共に、この（Ａ）成分であるオルガノ
ポリシロキサン分子全体の側鎖全量中におけるビニル基のモル％値（Ｐ）に、（Ｄ）成分
である補強性シリカ微粉末の（Ａ）成分１００質量部に対する質量部を１００で除した数
値（Ｑ）を加えた合計（Ｐ＋Ｑ）が０．２０～０．５０となるように（Ａ）成分と（Ｄ）
成分を調整した後、付加反応させて硬化させることにより、本発明のシリコーンゴムシー
トの硬度及び伸びを好適な範囲に調整することができる。
【００４６】
　前記（Ｐ＋Ｑ）の合計値が０．２０未満では、付加反応による架橋点と、補強性シリカ
微粉末とシリコーン分子の水素結合による擬似架橋点の和が不十分であるため、伸びが大
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きくなりすぎるだけでなく、硬さも不十分となる。逆に０.５０を超えた場合には、架橋
点と擬似架橋点の和が大きくなりすぎるために、伸びが小さくなりすぎてシートが脆くな
り、耐久性が劣る上、硬くなりすぎてクッション性が不十分となる。
【００４７】
　その他の成分
　本発明のシリコーンゴム組成物には、必要に応じて更に、酸化セリウム、ベンガラ、酸
化チタン等の耐熱付与剤、クレイ、炭酸カルシウム、けいそう土、二酸化チタン等の充填
剤、低分子シロキサンエステル、シラノール等の分散剤、シランカップリング剤、チタン
カップリング剤等の接着付与剤、難燃性を付与させる白金族金属系化合物、ゴムコンパウ
ンドのグリーン強度を上げるテトラフルオロポリエチレン粒子などを添加してもよい。
【００４８】
　調製・加工
　本発明に用いるシリコーンゴム組成物は、使用する各成分を、二本ロールミル、ニーダ
ー、バンバリーミキサー等の混合機を用いて混練りすればよいが、一般的には、硬化剤だ
けを使用する直前に添加すれば良いように、他の成分を予め混練しておくことが好ましい
。
【００４９】
　本発明のシリコーンゴムシートの成形方法としては、硬化剤までの全ての成分を配合し
たシリコーンゴム組成物を、カレンダーあるいは押出し機で所定の厚さに分出ししてから
硬化させる方法、液状のシリコーンゴム組成物あるいはトルエン等の溶剤に溶解して液状
化したシリコーンゴム組成物を、フィルム上にコーティングしてから硬化させる方法等が
挙げられる。
【００５０】
　このようにして成形、硬化させたシリコーンゴムシートの厚さは０．０５～１ｍｍであ
り、特に０．１～０.８ｍｍの範囲であることが好ましい。厚さが０．０５ｍｍ未満では
クッション性が十分でなく、均一な圧力伝達が不可能になる。一方、１ｍｍを超える厚さ
になると熱の伝わり方が悪くなる。
　以下、本発明を実施例によって更に詳述するが、本発明はこれらによって何ら限定され
るものではない。
【００５１】
　下記の例においては次の材料を使用した。
オルガノポリシロキサン：
　（ａ－１）ジメチルシロキサン単位９９．８５モル％及びメチルビニルシロキサン単位
０．１５モル％からなる、平均重合度が８，０００の、分子鎖両末端がジメチルビニルシ
ロキシ基で封鎖されたメチルビニルポリシロキサン
　（ａ－２）ジメチルシロキサン単位９９．５モル％及びメチルビニルシロキサン単位０
．５モル％からなる、平均重合度が８，０００の、分子鎖両末端がジメチルビニルシロキ
シ基で封鎖されたメチルビニルポリシロキサン
【００５２】
熱伝導性充填剤：
　（ｂ－１）平均粒径が５μｍの金属ケイ素粉砕粉末（表面に強制酸化処理をしたもの）
　（ｂ－２）平均粒径が４μｍの結晶性二酸化ケイ素粉砕粉末
　（ｂ－３）平均粒径が４μｍの酸化アルミニウム粉砕粉末
【００５３】
カーボンブラック粉末：
　（ｃ－１）平均粒径が３５ｎｍ、水以外の揮発分が０．１０質量％、ＢＥＴ比表面積が
６９ｍ２／ｇのアセチレンブラック
補強性シリカ微粉末：
　（ｄ－１）ＢＥＴ比表面積が３００ｍ２／ｇの補強性シリカ微粉末（商品名：Ａｅｒｏ
ｓｉｌ３００、日本エアロジル株式会社製）
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【００５４】
硬化剤：
　（ｅ－１）塩化白金酸のビニルシロキサン錯体（白金含有量１質量％）
　（ｅ－２）下記式（１）で表されるメチルハイドロジェンポリシロキサン
 

 
【００５５】
その他の成分：
　（ｆ－１）ジメチルジメトキシシラン
　（ｇ－１）ＢＥＴ比表面積が１４０ｍ２／ｇの酸化セリウム粉末
　（ｈ－１）エチニルシクロヘキサノール
【実施例１】
【００５６】
　（Ａ）成分として、（ａ－１）６０質量部と（ａ－２）４０質量部からなるベース１０
０質量部を用い、（Ｄ）成分として（ｄ－１）２０質量部、（Ｄ）成分の表面処理剤とし
て、（ｆ－１）３質量部及びイオン交換水１質量部を、ニーダーを用いて１７０℃で２時
間加熱しながら配合・混練りして均一化した。
【００５７】
　得られたシリコーンゴム組成物１２３質量部に対して、（Ｂ）成分として（ｂ－１）を
１３０質量部、（Ｃ）成分として（ｃ－１）を１０質量部、及び耐熱向上剤として（ｇ－
１）０．５質量部を加え、加圧ニーダーを用いて１５分間配合・混練りして均一化した。
【００５８】
　得られたシリコーンゴム組成物１００質量部に対して、更に、（ｅ－１）０．０５質量
部、白金触媒の制御剤である（ｈ－１）０．０２５質量部、及び（ｅ－２）０.７質量部
を、順次二本ロールミルで混練りしながら上記の順序で添加し、硬化性シリコーンゴム組
成物（Ｉ）を調製した。
【００５９】
　カレンダー成形機を用いて得られたシリコーンゴム組成物を厚さ０．２５ｍｍに分出し
してから、厚さ１００μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム上に転写し
た。ＰＥＴフィルムとの積層品の状態のまま１５０℃の加熱炉中を５分間通して、シート
状のシリコーンゴム組成物を硬化させた。得られたシート状組成物からＰＥＴフィルムを
剥離し、２００℃の乾燥機中で４時間熱処理して、厚さが０．２５ｍｍの熱圧着用シリコ
ーンゴムシートを作製した。
【実施例２】
【００６０】
　（Ａ）成分として（ａ－２）を１００質量部、（Ｂ）成分として（ｂ－２）を１４０質
量部、（Ｃ）成分として（ｃ－１）を５０質量部、及び、耐熱向上剤として（ｇ－１）０
．５質量部を加圧ニーダーを用いて配合し、１５分間混練りして均一化した。得られたシ
リコーンゴム組成物１００質量部に対して、（ｅ－１）を０．１質量部、白金触媒の制御
剤である（ｈ－１）を０．０４質量部、及び（ｅ－２）１．０質量部を添加し、二本ロー
ルミルでよく混練りして硬化性シリコーンゴム組成物（ＩＩ）を調製し、実施例１の場合
と同様に成形及び硬化させて、厚さが０．２５ｍｍのシリコーンゴムシートを作製した。
【実施例３】
【００６１】
　実施例１において使用した（Ｂ）成分の代わりに（ｂ－３）を２２０質量部使用したこ
と以外は、実施例１と同様にして、厚さ０．２５ｍｍのシリコーンゴムシートを作製した
。
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【００６２】
　比較例１．
　（Ａ）成分として（ａ－２）を１００質量部、（Ｄ）成分として（ｄ－１）を３０質量
部、（ｅ－１）を０．１質量部、（ｈ－１）を０．０４質量部、及び（ｅ－２）を１．０
質量部使用したこと以外は実施例１と同様にして、厚さ０．２５ｍｍのシリコーンゴムシ
ートを作製した。
【００６３】
　比較例２
　（Ａ）成分として、（ａ－２）の代わりに（ａ－１）を用いたこと以外は、実施例２と
同様にして、厚さ０．２５ｍｍのシリコーンゴムシートを作製した。
【００６４】
　比較例３
　（Ａ）成分として、（ａ－１）５０質量部及び（ａ－２）５０質量部からなるベース１
００質量部を使用し、（Ｄ）成分の表面処理剤として、（ｆ－１）３質量部、及びイオン
交換水１質量部を使用し、ニーダーを用いて１７０℃で２時間加熱しながら配合・混練り
して均一化した。得られたシリコーンゴム組成物１５３質量部に対して、（Ｂ）成分とし
て（ｂ－１）を３２０質量部加え、加圧ニーダーを用いて１５分間配合・混練りして均一
化した。得られたシリコーンゴム組成物１００質量部に対して、（ｅ－３）０．８質量部
を二本ロールミルを用いて均一に混練りし、硬化性シリコーンゴム組成物（III）を調製
し、一次加硫温度を１７０℃にしたこと以外は、実施例１と同様に成形、硬化させて、厚
さ０．２５ｍｍのシリコーンゴムシートを作製した。
【００６５】
［基本物性の評価］
　硬さ、引張り強さおよび切断時伸びを、ＪＩＳ　Ｋ６２４９の規定に準拠して測定した
。但し、硬さについては、タイプＡデュロメーターを用いて作製したシートを、厚さが６
ｍｍ以上となるように重ねて測定した。引張り強さおよび切断時伸びは、ダンベル状２号
形の試験片を使用して測定した。
　また、熱伝導率はＡＳＴＭ　Ｅ　１５３０の規定に準拠して測定した。
【００６６】
［１００回圧着後における厚さ減少率］
　圧着機のバックアップツール上にシリコーンゴムシートのみをセットし、４００℃に加
熱したヒートツールを用い、４ＭＰａの押し圧力で直接１０秒間押圧する動作を、インタ
ーバルを１０秒として連続１００回行った。
〔(シートの初期厚さ）－（シートの１００回圧着後の厚さ)〕/シートの初期厚さ
を百分率で記載した数字を、１００回圧着後の厚さ減少率とした。
【００６７】
［狭ピッチ接続評価］
　図１に示すように、５０本の銅電極１ａが３２μｍピッチ（線幅１６μｍ、間隔１６μ
ｍ）で設けられたＦＰＣ（フレキシブルプリント配線板）と、同じく５０本のＩＴＯ電極
１ｂが３２μｍピッチ（線幅１６μｍ、間隔１６μｍ）で設けられたガラス板２ｂを、そ
れぞれの銅電極１ａおよびＩＴＯ電極１ｂを設けた側の面が互いに向かい合うようにし、
その間に厚さが２２μｍ、幅１．２ｍｍのＡＣＦ（異方性導電膜）３を挟んだ状態で、圧
着機のバックアップツール４の上に設置した。次に、実施例１～３、または比較例１～３
で作製した熱圧着用シリコーンゴムシート５を、上記のＦＰＣ　２ａの上面に当たるよう
に載置した。次いで、上記シリコーンゴムシート５の上から、３５０℃に加熱した加圧ツ
ール６により、４ＭＰａの押し圧力で１０秒間押圧した。このようしてＦＰＣ　２ａとガ
ラス板２ｂ間でＡＣＦ３を圧着した後、銅電極１ａとＩＴＯ電極１ｂ間における電気的導
通を評価した。結果を表１に示した。

 



(13) JP 2010-100692 A 2010.5.6

10

20

30

40

【００６８】
［表１］

【００６９】
　実施例１～３で作製した本発明の熱圧着用シリコーンゴムシートの場合には、狭ピッチ
に対応した接続ができたが、比較例１のように、硬すぎる場合にはクッション性が十分で
ないために、電極間の導通が完全ではなかった。また、比較例１や３で得られたシートは
非常に脆く、折り畳むとシートに割れが生じた。一方、比較例２の場合にはシートの伸び
が大きすぎて、電極の位置ずれが生じたために導通不良が発生した。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明の熱圧着用シリコーンゴムシートは３００℃以上という高温下における熱圧着耐
久性に優れ、３００℃以上で繰り返し圧着が行われても永久変形による劣化が小さいだけ
でなく、機械的な破壊に対しても耐久性が良好であって切断時の伸びが適度に小さい上、
適度な硬さ及び適度な熱伝導率を有するので、高精度なフレキシブルプリント基板の成形
や、液晶ディスプレイ等における、狭ピッチのリード電極同士の異方性導電膜を介する高
精度な熱圧着に好適である。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の熱圧着用シリコーンゴムシートを用いて、ＦＰＣで挟んだＡＣＦを熱圧
着する方法を説明する模式図。
【符号の説明】
【００７２】
１ａ．　銅電極
１ｂ．　ＩＴＯ電極
２ａ．　フレキシブルプリント配線版
２ｂ．　ガラス板
３．　　異方性導電膜
４．　　バックアップツール（支持台）
５．　　熱圧着用シリコーンゴムシート
６.　　加熱・加圧ツール
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